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ねらい  

 

  

 

外国貿易法の内容、運用状況、摘発事例、許認可実務、法改正対応の方法等を知る。 

外国貿易法で求められる該非判定の方法、該非判定書の読み方等を知る。 

自社で該非判定書／非該当証明書を発行し、他社から受け取った判定書をチェックできるようになる。 

貨物・技術・ソフトウェアの輸出管理（リスト規制対応・キャッチオール規制対応等）ができるようになる。 

包括許可の取得方法やメリット、種別がわかる。 

みなし輸出管理への対応方法がわかる。 

ロシア制裁や、日米欄合意による対中半導体関係規制への対応方法がわかる。 

 

担 当 講 師  教育内容  
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大澤健太 

 

顧問先企業の安全保障貿易管

理に関する監査対応支援、各種

貨物・技術・ソフトウェアの該非判

定、懸念顧客への取引審査支

援、安全保障貿易管理部署の創

設支援、包括許可取得支援、輸

出管理に関する社内規定策定支

援等を行う。 

 

注意：本セミナーは、外為法（外国為替・外国貿易法）のうち、外国

貿易・貿易管理分野のみを範囲としており、外国為替・投資管理分野に

ついては本セミナーの範囲に含まれません。 

 
第 1章 概要 

・安全保障貿易管理の必要性 

・国産の民生品が軍事転用されてしまった事例 

・摘発事例、処分事例 

・外国貿易法の罰則 

・違反発覚の経緯 

・違反の原因 

・よくある違反の例 

・安全保障貿易管理法令の構成 

・国際レジーム 

・規制される貨物 

・誤判定に気づいた場合の対応 

・規制される技術 

・公知の技術 

・ネットワークを利用した技術提供 

・輸出許可の取得要否 

・役務取引許可の取得要否 

 

第 2章 判定実務 

・該非判定書、非該当証明書が必要となるケース 

・材料、素材だけで判定するもの 

・技術だけが判定対象となるもの 



 
・マトリクス表の使い方 

・項目別対比表の使い方 

・パラメーターシートの使い方 

・判定書類の法定記載事項 

・該非判定時の注意点 

 

第 3章 特例・例外 

・部分品特例 

・少額特例 

・無償貨物特例 

・その他の例外 

 

第４章 キャッチオール規制 

・キャッチオール規制の概要 

・民生汎用品の軍事転用例 

・用途要件の確認方法 

・需要者要件の確認方法 

・外国ユーザーリストの使い方 

・明らかガイドラインの使い方 

・キャッチオール規制の適用範囲 

 

第 5章 研究開発 

・研究に際してよくある通関事故 

・兵器との関係が深い研究分野の例 

・研究分野でよくみられる技術提供の機会とそれぞれの注意点 

・留学生や外国人研修生に関する注意点 

・特許法の公知と外為法の公知の違い 

・機微技術管理に際して推奨される対応 

 

第 6章 体制整備 

・輸出者等遵守基準の解説 

・みなし輸出管理の厳格化について 

・出荷管理 

・子会社指導 

・内部監査 

 

第 7章 包括許可 

・包括許可制度の概要、種類、運用、管理、取得要件、申請手続 

・取引審査のポイント 

・弁・ポンプに関する特一包括の特別ルール 

・CP届出 

・CL提出 

・製品事故対応 

 

第 8章 違反事例 

・法令遵守立入検査の実績、指摘例 

・違法輸出に対する罰則 

 

第 9章 その他 

・法改正の頻度とフォロー方法 

・仲介貿易取引規制 

・安全保障貿易管理以外の貿易管理 

・輸出令別表第 6 

・技術導入 

・ロシア制裁対応 

・日米欄合意による対中半導体関係規制 

・EAR の簡単な説明 



 

 

  

 
本セミナーについて  

 

  

 

本セミナーは、200 ページ弱のスライドを利用して行います。同スライド資料はセミナー終了後、メールにてお送り

致します。社外への開示・転送は不可とさせて頂きますが、社内にて再利用・編集することができます。 

所要時間は質疑応答量にもよりますが、概ね 2時間程度で完了することが一般的です。 

セミナー費用は 66,000 円＋税となります。参加人数による料金の変動はありません。 

参加人数の制限はありません。過去には 1名～500名程度での開催実績があります。 

本セミナーは、原則としてクライアント様の会議室、工場、倉庫等へ訪問して行うため、セミナー費用とは別途、交

通費が発生します。交通費の算定については、弊所東京本部（品川駅）からセミナー開催地までの距離に基

づき計算致します。但し、東京特別区内での開催の場合は、交通費を請求致しません。 

 

以下のような特別なリクエストについても対応できますので、事前にご相談下さい。 

例 1：「事前に自社製品のパンフレットを送るので、自社製品を題材に説明してほしい」 

例 2：「本法を知らぬまま貨物を輸出してしまった。罰則や違反事例について手厚く説明してほしい」 

例 3：「初心者や新入社員向けに、難しくなくていいから啓発重視の内容にしてほしい」 

例 4：「技術者向けに、技術輸出管理や共同研究時の注意点等を重点的に説明してほしい」 

 


